
T O P I C S

無担保で保証人不要、低金利の融資制度
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）

●返済は元金均等月賦返済
　（残債方式で、利息は毎月減額）
●信用保証協会による保証も不要
●融資限度額の範囲内で、マル経の重複や借替の利用もOK
●返済期間は、設備：10年以内　運転：７年以内
　（運転資金１年以内、設備資金２年以内の据置も可）
※ご相談の内容によっては、ご希望に沿えない場合があります。

融資の条件 利用の対象
●�従業員数が20人以下（商業・サービス業〔宿泊業およ
び娯楽業を除く〕は５人以下）の事業者

　（ただし、法人役員、家族従業員・パートは除く）
●京都市内で、最近1年以上営業している方
●所得税・法人税・事業税・住民税を完納している方
●日本政策金融公庫の融資対象業種の方
●従前から商工会議所の経営指導を受けている方

金　利

1.21%
（2020年11月２日現在）

融資限度額

2,000 万円
（設備・運転を併せた

限度額）

手数料
無料

★新型コロナウイルス感染症の影響に伴うマル経融資の拡充

（注１）ご融資の限度額は新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生改善貸付の拡充部分との合計で1,000万円となります。

ご利用
いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上が前年または前々年同期
と比較して５％以上減少している方

ご融資額 別枠1,000万円以内（注１）

ご返済期間 設備資金　10年以内　（うち据置期間4年以内（別枠の1,000万円以内））
運転資金　　7年以内　（うち据置期間3年以内（別枠の1,000万円以内））

利率（年） 【当初３年間】�0.31％
【４年目以降】�1.21％

金　利
当初３年間�0.31％
４年目以降�1.21％

コロナ別枠

1,000 万円
（注１）

第４回  2021年２月５日
第５回  2021年６月～

第10回  2023年２月（最終）
※約４カ月ごとに締切

　　　　https://r1.jizokukahojokin.info/
　　　　日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局　03-6447-2389

※小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）については、第５回  2020年12月10日締切
　（郵送受付のみ・締切日必着）が最終となっております。
　　　　  https://r2corona.jizokukahojokin.info/corona/　　　　 03-6747-4600

詳　細
問合先

詳　細 問合先

小規模事業者等が地道な販路開拓等に取り組む費用の２／３を補助します。補助上限額は50万円。
また、新型コロナウイルスの感染予防対策を行う取組については、さらに上限50万円が上乗せされます。
公募開始後、通年で受付を行い、約４か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに、審査・採択を行います。

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金（一般型）

①ガイドライン遵守を宣言した京都府内の事業者（暴力団関係、性風俗店除く）
② 京都府新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金交付事業者のうち、 

ガイドライン遵守を宣言した者
③京都府、京都市、府内市町村の文化、スポーツ等の住民利用施設

ステッカーは現物を交付窓口で受け取る方法とHPよりダウンロードする方法があります。
交付窓口、ダウンロード方法等の詳細は下記 HPでご確認ください。

　　　　中小企業緊急経営支援コールセンター　0120-555-182（平日9：00～17：00）
　　　　京都府緊急事態措置コールセンター　　075-414-5907（平日9：00～18：00）
　　　　https://www.kyotokaigi.com/

対象事業者

ステッカーの
入手

問合先

詳　細

郵送受付のみ
（締切日の消印有効）

ガイドラインに基づき、自ら適切な感染拡大予防対策に取り組むことを宣言する京都府内の�
事業者に対し、標記ステッカーを交付しています。

新型コロナウイルス ガイドライン推進宣言事業所ステッカー

今後の
スケジュール
（申込締切日）

マル経融資（コロナ別枠含む）の金利は、諸要件を満たす場合、特別利子補給制度により、３年間実質無利子となります。

申請には、商工会議所が発行する事業支援計画書
（様式４）が必要です。本所へ申請のご相談にお越
しになられる際は、HPに掲載されている「公募要
領」を十分お読みになり、締切日までに余裕を持っ
て、窓口へお越しください。申請締切間際は、窓
口が混みあいますこと、ご了承ください。

Check！
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京都商工会議所
中小企業支援部
下京区四条通室町東入
☎075-341-9780
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京都商工会議所京都商工会議所
　本部　本部（7階）（7階）
　ビジネスサポートデスク　ビジネスサポートデスク（3階）（3階）

（上京区・中京区・下京区・東山区・山科区）

TEL	 075-341-9790
FAX	 075-341-9797
下京区四条通室町東入 京都経済センター
※阪急烏丸駅・地下鉄四条駅26番出口直結

本部・ビジネスサポートデスク
（北区・左京区）

TEL	 075-701-0349
FAX	 075-791-8505
左京区下鴨高木町6 アトリエフォー1階
※高木町バス停より徒歩2分

洛北ビジネスサポートデスク
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（伏見区・南区）

TEL	 075-611-7085
FAX	 075-603-2601
伏見区京町北7丁目11　増田組第2ビル1階
※近鉄・京阪丹波橋駅より徒歩1分

洛南ビジネスサポートデスク

京
町
通 

→

増
田
組

第
２
ビ
ル
１
階

京
都
市

呉
竹
文
化
セ
ン
タ
ー

京
阪・丹
波
橋
駅

近
鉄・丹
波
橋
駅

（右京区・西京区）

TEL	 075-314-8771
FAX	 075-314-8911
右京区西院巽町13 西院くめマンション1階
※阪急西院駅より徒歩3分

洛西ビジネスサポートデスク
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ご相談は事業所のある行政区の各ビジネスサポートデスクへ

経営に関するご相談に専門家が
適切なアドバイスを行います。
お気軽にご利用ください。専門相談のご案内

相談分野 実施曜日 相談時間 受付場所 専門相談員
事業に係わる法律 毎週（火） 午後1時〜午後4時

受付は3時30分まで ビジネスサポートデスク 弁 護 士

経　営  マーケティングや生産管理、IT活用等

毎週（月）
午後1時〜午後4時

受付は3時30分まで

洛西ビジネスサポートデスク 
中小企業診断士毎週（火） 洛北ビジネスサポートデスク

毎週（水） ビジネスサポートデスク
毎週（木） 洛南ビジネスサポートデスク

事業承継
親族承継 予　約　制 創業・事業承継推進課

（075-341-9782） 中小企業診断士
税理士　他第三者（従業員含む）への引継 毎週（月）〜（金） 午前10時〜午後5時

※予約優先
京都府事業引継ぎ支援センター

（075-353-7120）

税　務 【税務一般】 第1〜4（木） 午後１時〜午後４時
受付は3時30分まで ビジネスサポートデスク 税 理 士

【記帳指導】 予　約　制 全ビジネスサポートデスク
雇用・労務管理 第2・4（金） 午後1時〜午後4時

受付は3時30分まで ビジネスサポートデスク 社会保険労務士

不動産登記・会社登記全般 予　約　制 ビジネスサポートデスク 司法書士
知的財産関係 予　約　制 ビジネスサポートデスク 弁 理 士
許認可関係・入管手続等 予　約　制 ビジネスサポートデスク 行政書士
店舗デザイン 予　約　制 ビジネスサポートデスク 商業施設士

国際ビジネス 予　約　制 産業振興部
（075-341-9771） 専門アドバイザー

※ 店舗デザインのご相談は、内容に 
応じて随時現場で対応します。

秘密
厳守

相談
無料

経 営 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

「後継者がおらず、廃業するかどうか迷っている」「誰かに会社を引継
ぎたいが、どのように探したらいいか」「社員に承継させたいが、どう
進めればよいかわからない」など、みなさまの多種多様なお悩みを
専門家がお伺いし、スムーズな事業のバトンタッチをサポートします。

日　時    第６回  12月12日（土） 第８回  ２月13日（土）
　　　　 第７回  １月９日（土） 第９回  ３月13日（土）
　　　　時間は全て13：00～16：00
　　　　※�上記以外にも、平日昼間は、京都府事業引継ぎ支援センター

（京都経済センター７階）で個別相談を承っています。
会　場   京都商工会議所
定　員   各回２社程度（１社あたり１時間程度）
申込方法   下記ホームページよりお申込みください。申込書受理後、

本センターより確認の連絡を致します。
　　　　 https://www.kyo.or.jp/s/113815
　　　　事前予約制。先着順。
申込締切  各回の開催日の８日前
問合先    京都府事業引継ぎ支援センター（中小企業支援部�創業・事業承継推進課内）
　　　　☎075-353-7120   FAX 075-353-7121
　　　　https://www.kyo.or.jp/keisyo/

京都府事業引継ぎ支援センター
 特別相談会
～事業継続で、お悩みではありませんか？～

相談
無料

定員
50名

秘密
厳守

参加
無料

オーディエンス（参加者）募集！

知恵産業オープンイノベーションピッチ

日　　時 ��12月23日（水） 14：00～18：30
第１部  ピッチ会  14：00～17：00 

（登壇企業１社当たりプレゼン約10〜15分と�
�質疑応答を６社程度予定）

第２部  個別面談 17：10～18：30
原則オンラインでの参加となります

参加対象　    登壇（プレゼン）企業との協業・提携を考えて
いる企業の方

     出資先や投資先、融資先を探されているベン
チャーファンドやエンジェル、金融機関

     新規事業を模索されている新規事業担当者や 
ベンチャー企業など

登壇企業 ���12月初旬より下記HPで公開します
詳細・申込み ���https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/

event_114201.html
問 合 先 �創業・事業承継推進課
  ☎075-341-9782
  E-mail  sjb@kyo.or.jp

事業プレゼン会


